
平成30年4月23日 説明会資料

秋田市長寿福祉課

介護予防・日常生活支援総合事業
訪問型サービスＡ（基準緩和型）

について



背景
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75歳以上 65歳～75歳未満 15歳未満

15歳～40歳未満 40歳～65歳未満 高齢化率

生産年齢人口割合

（出典）2000年～2010年まで：総務省「国勢調査」
2015年以降：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成25（

2013）年3月推計）

実績値 推計値

秋田市の人口推移

６５歳以上人口
ほとんど変わらないが

７５歳以上の割合が増加

（高要介護リスク層の
増加）

その他人口

減少していく

（支え手の減少）
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５年後に「介護リスクの大波」が到来
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１．５３倍

（２，０２９人）

秋田市年齢別・地区別人口（平成２９年１０月１日現在:平成２７年国勢調査からの推計値）より 4



ねらい
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・多様なニーズに対するサービスの
拡がりにより、在宅生活の安心確保
・専門職以外の担い手の確保

サービスの充実
・住民主体のサービス利用の拡充
・認定に至らない高齢者の増加
・重度化予防の推進

費用の効率化

最終的な狙い → 介護保険制度持続のため

総合事業・生活支援体制整備事業の推進

専門職の買い叩き専門職にふさわしい
サービスと報酬

同時に実現
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厚生労働省 第111回市町村職員を対象とするセミナー 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング資料「介護予防・日常生活支援総合事業への移行のためのポイント解説」

２ページ を加工して作成

7



厚生労働省 第111回市町村職員を対象とするセミナー 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング資料「介護予防・日常生活支援総合事業への移行のためのポイント解説」

７ページ を加工して作成 8



現状 目指すべき姿

就業していない女性 中高年齢者若者等

早期離職等

介護職への理解・イメージ向上が不十分

将来展望・キャリア
パスが見えづらい

「総合的な確保方策」の目指す姿 ～「まんじゅう型」から「富士山型」へ～

早期離職等

転換

専門性が不明確
役割が混在

就業していない女性 他業種 若者 障害者 中高年齢者

潜在介護福祉士潜在介護福祉士

参入促進 １．すそ野を拡げる 人材のすそ野の拡大を進め、多様な人材の参入促進を図る

労働環境・
処遇の改善

２．道を作る 本人の能力や役割分担に応じたキャリアパスを構築する

３．長く歩み続ける いったん介護の仕事についた者の定着促進を図る

資質の向上

４．山を高くする 専門性の明確化・高度化で、継続的な質の向上を促す

５．標高を定める 限られた人材を有効活用するため、機能分化を進める国・地域の基盤整備

専門性の高い人材

基礎的な知識を
有する人材

厚生労働省老健局振興
課「介護予防・日常生活
支援総合事業の推進に
向けて」（２８年９・10月）

９ページ
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従前相当と
Ａ型（基準緩和型）との違い
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訪問型サービスの基準
現行の訪問介護相当のサービス 緩和した基準によるサービス

訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
の
基
準

人
員

設
備

運
営

・管理者 ※１ 常勤・専従１以上
・訪問介護員等 常勤換算２．５以上
【資格要件：介護福祉士、介護職員初任者研修等修了者】

・サービス提供責任者
常勤の訪問介護員等のうち、利用者４０人
に１人以上 ※２
【資格要件：
介護福祉士、実務者研修終了者、３年以上介護等の業務
に従事した介護職員初任者研修等修了者】

※１ 支障がない場合、他の職務、同一敷地内の他事業所
等の職務に従事可能。
※２ 一部非常勤職員も可能。

・管理者 ※ 専従１以上
・従事者 必要数
【資格要件：介護福祉士、介護職員初任者研修等修了者

又は一定の研修受講者】

・訪問事業責任者（仮称）
従事者のうち必要数

【資格要件：従事者に同じ】

※ 支障がない場合、他の職務、同一敷地内の他事業所等
の職務に従事可能。

・事業の運営に必要な広さを有する専用の区画
・必要な設備・備品

・個別サービス計画の作成
・運営規程等の説明・同意
・提供拒否の禁止
・訪問介護員等の清潔の保持・健康状態の管理

・秘密保持等 ・事故発生時の対応
・廃止・休止の届出と便宜の提供 等

（現行の基準と同様）

厚生労働省 平成29年６月
「介護予防・日常生活支援総合事業のガイドライン」

１０７ページ を加工して作成

・必要に応じ、個別サービス計画の作成
・従事者の清潔の保持・健康状態の管理
・従事者又は従事者であった者の秘密保持
・事故発生時の対応
・廃止・休止の届出と便宜の提供

※下線は、市が基準を定める際に、法令により必ず遵守すべき事項。それ以外は、市が基準を策定するに当たっての参考例。
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訪問型サービスの類型
厚生労働省 平成27年５月
「介護予防・日常生活支援総
合事業の推進に向けて」
１９ページ を加工して作成
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厚生労働省 第111回市町村職員を対象とするセミナー 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング資料「介護予防・日常生活支援総合事業への移行のためのポイント解説」

4１ページ を加工して作成
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